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令和 4年の道路交通法の改正によって、全ての自転車利用者に対 してヘルメット着用の努力義務が課され、それまで自転車の交通ルールの

広報啓発に活用されてきた「自転車安全利用五則」も改正されました。 この教材では、りニューアルされた「自転車安全利用五則」を中心に、

自転車事故の現状についても紹介しながら、交通事故に遭うことがないように、自転車に乗る上でぜひ知っていただきたい、守っていただきたい

交通ルールのポイントについて解説 していきます。

■自転 車 は どこを走 る ?(第 1則 車道が原則、左側を通行 歩道は例夕|、 歩行者を優先)

・自転車は道路交通法上「軽車両Jで、車道を通るのが原則ですc車 道の左端に沿って通行。

右側通行をしてはいけません。右側通行が、なぜ危険かも伝えます。

・路倶1帯 で通行できるのは道路左側の路側帯だけ。路側帯は歩行者優先です。

・普通 自転車が歩道 を通行できるのは、例外的な場合に限ります。歩道 を通行するときは

歩行者を優先させないといけません。「自転車対歩行者Jの 歩行者死亡 。重傷事故では、

特に歩道での衝突事故が多く、65歳 以上の高齢者が被害に遭う害」合が多くなっています。

自転車で歩道を通行するときは、歩行者に十分気を付けること。そして万が一の事故に備え、

自転車保険に加入することが大切です。

■交 差 点 での注 意 (第2則 交差点では信号と一時停止を守つて、安全確認 )

・交差点は自転車事故の多発地点です。「自転車対自動車Jの事故における自転車運転者の

法令違反状況をみると、信号無視・一時停止・安全不確認の占める害」合が高くなっています。

・交差点での事故 を防ぐために。自転車はどの信号機 に従 えばよいのか、一時停止の正 しい

方法、信号機のある交差点と信号機のない交差点での正 しい右折方法を伝 えていきますc

■ライトの点灯 (第 3則 夜間はライトを点灯)

・夜間はもちろん、昼間でもトンネルや濃霧の中などでは、ライトをつけなけれはなりませんc

ライトを点灯している場合と点灯していない場合とでは、事故の際の致死率に明らかな違い

が生じています。反射材も、事故防止にとても有効ですc

■飲酒運転の禁止 (第 4則 飲,酉 運転は禁止)

。令和 6年 の道路交通法の改正では、自転車であっても、基準値以上の酒気帯び運転につ

いては処罰の対象となり、これを常助する行為をした者についても、自動車などと同様の

罰則が適用されることとなりました。

・「自転車なら大丈夫Jと 安易に考えない。飲酒運転は絶対にしてはいけませんG

■ヘルメットの着用 (第 5則 ヘルメットを着用)

・全ての年齢層において、自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されました。ヘルメ

ットをかぶっていない場合の致死率は、かぶっている場合と比べ、約19倍 高くなることが

分かっていますc命 を守るため、自転車に乗るときはヘルメットの着用を習1貫 化 しましょう。

%利用五則以外で気を付けること

・令和 6年 の道路交通法の改正では、自転車の「ながら運転Jに も罰則が適用されることに

なりました。「ながら運転」だけでなく、他者に迷惑をかける危険行為をしてはいけません。

自転車に乗るときは、交通ルールを守ってお互いを思いやり、ゆずり合うことが何より大切

です。

交 差 点で の右 折 方 法
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●本DVDに ついて次の行為に該当する場合は、使用の可否や別途料金等について、必ず

当社までご相談ください.

テレビでの放映

ビデオオンデマンド等による配信

●著作権者に無断で、作品の一部または全部について複製 改変 放送・有料上映 公ヽ衆

送信 送信可能化などの利用をすることは、著作権法違反とな|り 処罰の対象になる場合

があります :

●本DVDは業務用のため、中古ソフトとして販売を行うことは著作権法違反となる可能性

があり処罰の対象となるおそれがあります。

●DVDビ デオは映像と音声を高密度に記録したディスクです。 DVDビ デオ対応のプレー

ヤーで再生してください バソコンなど一部の機種で再生できない場合があります。
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